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  令和元年台風１５号から一連の災害により被災された皆様へ  
 

住宅の被害状況に応じた支援策があります。 

■ 被害状況の把握（罹災証明書について） 

 

■ 支援策一覧 
    

 
全壊 半壊 半壊に

至らない 
（一部損壊） 

 内容 

（大規模 
半壊） 

 

 

1 
 

● 
 

▲ 
 

▲ 

  

応急住宅(＊) 
２年間の無償入居。 
▲：やむなく解体する場合など対象となる
場合があります。 

 
2 

 
● 

 
● 

 
▲ 

  

被災者生活再建
支援金 

 

最大３００万円を支給。 
▲：やむなく解体した場合に限る 

 

3 

 

● 

 

● 

 

● 

 
災害援護資金
貸付金 

被災者の方が生活を立て直すため
の資金の貸付。 

 

4 

 

 

 

● 

 

● 
 

▲ 

 

応急修理(＊) 
応急的な修理に対して支援。 
▲：一部損壊は損害割合10％以上 

 

5 

   

▲ 

 

● 被災住宅修繕 
緊急支援事業 

修繕費用の20％（上限50万円）補助
▲：半壊は応急修理の支援を受けないもの 

 

6 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 
住宅の補修等へ
の融資 

（独）住宅金融支援機構による
災害住宅融資を利用できます。
📞0120-086-353 

 

7 

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 
住宅被害相談
窓口 

ちば安心住宅リフォーム推進協議会
電話相談窓口📞0120-331-772 

 （＊）・・・１の「応急住宅への入居」と、４の応急修理の併用はできません。ご注意ください。 

※ 各支援策の詳細については、添付の資料を御確認ください。 

被災者からの申請により、町が被災した住宅を調査し、被害の程度（半壊、全壊等）を判定 

したうえで「罹災証明書」を交付します。 

※今後、罹災証明書を取得している世帯に対し災害義援金を支給しますので、12月20日ま

でに必ず取得してください。 
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支援 1 応急住宅の供与 

〇対象 

住宅が全壊し、自らの資力では住宅を確保できない方等。

〇費用（支援）の限度額 

・建設型応急住宅・・・１戸当たり５６１万円以内 

・賃貸型応急住宅・・・地域の実情に応じた額（※）
 

（※）家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険料等、

民間賃貸住宅の借主又は仲介業者との契約に不可欠なもの。 

家賃の上限…世帯人数２人以下：7.5 万円、３人以上：8.5 万等

〇救助期間 最長２年 

〇留意事項 

・「住宅の応急修理」との併用できません 

・半壊であっても、住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込 

まれるなどの場合（全壊相当）も該当する場合があります 

〇問い合わせ先 

神崎町まちづくり課 建設係 電話 ０４７８－７２－２１１４ 
千葉県住宅課 県営住宅建設計画班 電話 ０４３－２２３－３２２８ 

 

支援 2 被災者生活再建支援金 

〇対象 

①住宅が全壊した世帯 

②住宅が半壊又は敷地に被害が生じ、やむなく解体した世帯 

③住宅が大規模半壊した世帯

〇支援金の額 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 
〇問い合わせ先 

申請の手続きは神崎町総務課まで。 

神崎町総務課 電話 ０４７８－７２－２１１１ 
千葉県防災政策課 被災者支援班 電話 ０４３－２２３－３４０４ 

区 分 基礎支援金 加算支援金 合 計 

 

①全壊世帯 
・ 

②解体世帯 

 

 

100 万円 

建設・購入 

補修

賃借 

200 万円 

100 万円 

50 万円 

300 万円 

200 万円 

150 万円 

 

③大規模半壊
世帯 

 

 

50 万円 

建設・購入 

補修 

200 万円 

100 万円 

250 万円 

150 万円 

 
賃借 50 万円 100 万円 
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支援 3 災害援護資金貸付金 

〇対象 

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主。（※所得制限があります） 

①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね 1 か月以上 

②家財の 1/3 以上の損害 

③住居の半壊又は全壊・流出

〇貸付の概要 

（１）世帯主に１か月以上の負傷がある場合 
 

 

 

 

（２）世帯主に１か月以上の負傷がない場合 
 

 

 

 
 

被災者の経済的負担を軽減するため、無利子となるよう利子相当分を県が全額助成。 

 ※１２月２７日までに保健福祉課へ提出してください。 

〇問い合わせ先 

申請の手続きは神崎町保健福祉課まで。 

神崎町保健福祉課 電話 ０４７８－７２－１６０３ 
千葉県防災政策課 被災者支援班 電話 ０４３－２２３－３４０４ 

 

支援 4 住宅の応急修理 

〇対象 

以下①又は②又は③に該当し、応急修理を行うことによって避難の必要がなくなる

こと。 

①住宅が半壊し、自らの資力では応急修理を実施できない方 

②住宅が大規模半壊した方 

③住宅が一部損壊し、損害割合が１０％以上２０％未満（雨漏り等で１室以上使 

用不能）で自らの資力では応急修理を実施できない方 

〇費用（支援）の限度額 

日常生活に必要最低限の部分に対し、１世帯当たり５９万５千円以内。 

※一部損壊は３０万円以内（但し、修繕費が１５０万円を超える場合は「被災住

宅修繕緊急支援事業」の併用で最大２０万円まで上乗せ措置あり） 

〇留意事項 

・「応急仮設住宅の供与」との併用はできません 

・町に申込みを行い、町が業者に委託して実施します 
〇問い合わせ先 

神崎町まちづくり課 建設係 電話 ０４７８－７２－２１１４ 
千葉県住宅課 住宅政策班 電話 ０４３－２２３－３２５５ 

ア 当該負傷のみ 150万円 

イ 家財の３分の１以上の損害 250万円 

ウ 住居の半壊 270万円 

エ 住居の全壊 350万円 
 

ア 家財の３分の１以上の損害 150万円 

イ 住居の半壊 170万円 

ウ 住居の全壊（エの場合を除く） 250万円 

エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円 
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支援 5 被災住宅修繕緊急支援事業 

〇対象 

住宅が一部損壊し、損壊割合が１０％未満（使用不能な部屋なし）で自らの資力

で修理できない方。 

〇費用（支援）の限度額 

屋根や外壁等の修繕に対して、工事費の２０％（上限５０万円以内） 
〇留意事項 

自らが居住する住宅であり、工事費が２０万円以上（税込み）の場合が対象。 
〇問い合わせ先 

神崎町まちづくり課 建設係 電話 ０４７８－７２－２１１４ 
 

 


